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船舶事故調査報告書 

 

 

   船種船名 旅客フェリー さんふらわあこがね 

   船舶番号 １３３４１２ 

   総トン数 ９,７１０トン 

 

   事故種類 衝突（防波堤） 

   発生日時 平成２１年１月１２日 ０５時４５分３０秒ごろ 

   発生場所 愛媛県今治港東防波堤北西端  

今治港東防波堤灯台から真方位３１５°６ｍ付近 

         （概位 北緯３４°０４.５′ 東経１３３°００.４′） 

 

 

                       平成２２年１月２１日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

            委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

旅客フェリーさんふらわあこがねは、船長ほか３１人が乗り組み、旅客２８９人及

び車両４５台を乗せ、愛媛県今治港のフェリー岸壁に着岸しようとして航行中、平成

２１年１月１２日０５時４５分ごろ今治港東防波堤北西端に衝突した。 

同船には、左舷船尾部に破口などが生じ、今治港東防波堤北西端に損傷が生じたが、

旅客等に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 
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  運輸安全委員会は、平成２１年１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官 

(広島事務所)ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

   

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２１年２月２０日、４月２４日、５月１５日 口述聴取 

  平成２１年２月２３日、３月２６日、４月１５日、２０日、２３日、５月１２日、

１１月６日 回答書受領 

平成２１年４月１３日 現場調査 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1  船舶自動識別装置の情報記録による運航状況 

  海上保安庁来島海峡海上交通センターが受信したさんふらわあこがね（以下「本

船」という。）の船舶自動識別装置*1（以下「ＡＩＳ」という。）の情報記録（以

下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、平成２１年１月１２日０５時３５分～ 

０５時４５分ごろの間の本船の運航状況は、次のとおりであった。 

(1) ０５時３５分０２秒、北緯３４°０４′５６.５８０″、東経１３３° 

０２′４７.４６０″において、対地針路２５４°（真方位、以下同じ。）、

船首方位２６１°及び速力１９.７ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）

で航行した。（右に回頭） 

   (2)  ０５時３６分０３秒、北緯３４°０４′５５.０２０″、東経１３３° 

０２′２３.４００″において、対地針路２６８°、船首方位２７０°及び

速力１９.８kn で航行した。 

 (3)  ０５時３７分０３秒、北緯３４°０４′５５.８６０″、東経１３３° 

０１′５９.８８０″において、対地針路２７６°、船首方位２８０°及び

速力１９.５kn で航行した。（右に回頭） 

                         
*1 「船舶自動識別装置 (AIS；Automatic Identification System)」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間

及び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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(4) ０５時３８分０２秒、北緯３４°０４′５９.３４０″、東経１３３°  

０１′３７.７４０″において、対地針路２８１°、船首方位２８０°及び

速力１８.５kn で航行した。（左回頭に変化）  

(5)  ０５時４０分０１秒、北緯３４°０５′０３.４２０″、東経１３３°  

００′５４.４８０″において、対地針路２６９°、船首方位２６４°及び

速力１８.０kn で航行した。（左回頭中） 

   (6) ０５時４２分００秒、北緯３４°０４′５１.３６０″、東経１３３°  

００′２５.０８０″において、対地針路２１５°、船首方位２０７°及び

速力１１.１kn で航行した。 

(7) ０５時４３分０１秒、北緯３４°０４′４１.７６０″、東経１３３°  

００′２１.３６０″において、対地針路１９２°、船首方位１９５°及び

速力９.２kn で航行した。（速力が低下） 

    (8) ０５時４４分０２秒、北緯３４°０４′３３.９６０″、東経１３３°  

００′１９.９２０″において、対地針路１８６°、船首方位１９６°及び

速力７.２kn で航行した。（更に速力が低下） 

    (9) ０５時４４分３０秒、北緯３４°０４′３０.９００″、東経１３３°  

００′１９.８６０″において、対地針路１８０°、船首方位１９８°及び

速力６.４kn で航行した。 

   (10) ０５時４５分００秒、北緯３４°０４′２８.０２０″、東経１３３°  

００′１９.８６０″において、対地針路１８０°、船首方位１９８°及び

速力５.７kn で航行した。 

(11) ０５時４５分３０秒、北緯３４°０４′２５.２６０″、東経１３３°  

００′１９.６２０″において、対地針路１８４°、船首方位２００°及び

速力５.１kn で航行した。（更に速力が低下） 

（付表１ ＡＩＳ記録 参照） 

 

2.1.2 乗組員の口述等による運航状況 

船長の口述並びに船長、三等航海士、甲板手及びタグボート乗組員の回答書によ

れば、本船の運航状況は、次のとおりであった。 

本船は、船長ほか３１人が乗り組み、旅客２８９人及び車両４５台を乗せ、平

成２１年１月１１日２１時３０分ごろ阪神港神戸区を出港し、愛媛県今治港に向

かった。 

  船長は、翌１２日０４時４５分ごろ、船舶所有者である株式会社ダイヤモンド 

フェリー（以下「Ａ社」という。）の今治営業所と連絡をとり、今治港内では、西

寄りの風で風速が約１０～１５m/s であり、安全管理規程に定める入港基準の風速
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１８m/s（以下「入港中止基準」という。）に達していないことを確認し、予定ど

おり入港することにして、タグボート１隻の手配を依頼した。 

  船長は、０５時２５分ごろ燧灘
ひうちなだ

第１号灯浮標と沖ノ瀬灯標との間を航行中に昇

橋し、船橋中央部で操船の指揮をとり、三等航海士をレーダーに、三等機関士を機

関テレグラフに、甲板手を手動操舵に、一等航海士を船首配置に、及び二等航海士

を船尾配置につけて入港体制とし、機関回転数毎分４８３（rpm）及び可変ピッチ

プロペラの翼角２９°で、今治港第１区のフェリー岸壁（以下「本件岸壁」とい

う。）に向けて航行した。 

  船長は、来島海峡航路第１０号灯浮標（以下「第１０号灯浮標」という。）の東

方に差し掛かったとき、今治港内で待機中のタグボート（総トン数１９３トン、出

力３,２００ＰＳ）と連絡をとり、港内の風速が約１０～１５m/s で、入港中止基

準に達していないことを再確認した。 

  船長は、０５時３６分ごろ、第１０号灯浮標の南側を通過したころから、可変 

ピッチプロペラの翼角を２９°から２３°まで徐々に下げて西進し、０５時３９分

ごろ、機関用意を指示し、機関回転数を毎分４８３rpm から４０３rpm に下げ、翼

角を２３°から１７.５°に下げた。 

  船長は、今治港東防波堤灯台（以下「東防波堤灯台」という。）と本件岸壁の北

側に設置された黄色回転灯（以下「北側回転灯」という。）とが重なるようになっ

たとき、本件岸壁に向首するよう指示し、左舵５°で左転を始め、その後、左舵 

１５°～２０°をとって左転を続けた。 

  船長は、風潮流の影響を受けないときには、本件岸壁の南側に設置された黄色回

転灯（以下「南側回転灯」という。）に約１８０°で向首して航行していたところ、

西風の影響を少なくしようとして約１９０°で北側回転灯に向首しようとしたが、

約１９８°で北側回転灯に向首することになった。その後、船長は、北側回転灯の

方位の変化を確認しなかったので、左方への圧流の程度が分からなかった。 

  船長は、甲板手から左方に圧流されている旨の報告を受け、０５時４３分ごろ、

今治港東防波堤(以下「東防波堤」という。)北端に約４００ｍまで接近したとき、

北側回転灯の方位の測定とレーダーにより、ふだんの航行経路よりも左方（東）

に圧流されていることを知った。しかし、船長は、操舵だけで圧流に抗して着岸

操船をすることができるものと思い、船首を約１９８°に保持して本件岸壁に向

け航行した。 

  船長は、間もなく右舷側からの強風による圧流に抗するため、待機させていたタ

グボートに左舷中央部を押すように指示し、右舷側ウイングに出て船首尾のサイド

スラスター（以下「両スラスター」という。）を右一杯に操作して、左舷側の東防

波堤に接近しないようにした。 
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  船長は、東防波堤北端までの距離が約１００ｍになったとき、タグボートが東防

波堤に衝突する危険を感じ、タグボートの支援を解いた。 

  本船は、船首が東防波堤の北端付近を通過したとき、右舷側から風速約１５m/s

の強風を受けて東防波堤に更に接近したので、左舵一杯をとり、左舷錨を投入して

船尾を東防波堤から遠ざけようとしたが、０５時４５分ごろ左舷船尾部が東防波堤

北西端に衝突した。 

  本船は、衝突後、機関及び両スラスターを使用し、タグボートの支援を得て、 

０６時００分ごろ定刻より約２０分遅れで本件岸壁に着岸した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２１年１月１２日０５時４５分３０秒ごろで、発生場所

は、東防波堤灯台から３１５°６ｍ付近の東防波堤北西端であった。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 衝突状況図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長の口述、損傷写真及び海上保安庁情報によれば、本船には、船尾から前方約 

２５ｍ、海面上の高さ約４ｍのところの左舷船尾外板に、長さ約２０㎝のき
．
裂２箇所

を伴う最大深さ約５㎝の凹損及び船首尾方向に長さ約４.３ｍ、垂直方向に幅約３.４

ｍの擦過傷が生じた。 

 

２.４ 船舶以外の施設等の損傷に関する情報 

損傷写真及び海上保安庁情報によれば、東防波堤の北西端には、垂直方向に長さ約

４.０ｍ、最大幅約０.７５ｍにわたりコンクリートが破損した。 

 

２.５ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状 

船長 男性 ４３歳 

     一級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成１３年６月７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成１８年５月３０日 

      免状有効期間満了日 平成２３年６月６日 

  (2) 船長の主な乗船履歴 

    船長の口述によれば、平成２年４月Ａ社に入社し、旅客フェリーの三等航海
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士として乗船した。平成１０年に一等航海士となり、平成１９年３月に本船

の船長となった。本船は、大分港－松山港－今治港－阪神港神戸区－阪神港

大阪区の航路に就航し、３日で１往復していたので、船長は、頻繁に今治港

に夜間入港していた。 

  (3) 船長の健康状態 

    船長の口述及び船員手帳の健康証明によれば、健康状態は良好、視力は裸眼

で両眼とも１.５で、聴力は正常であった。 

 

２.６ 船舶等に関する情報 

 2.6.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １３３４１２ 

  船 籍 港  大阪府大阪市 

  船舶所有者  Ａ社 

  総 ト ン 数  ９,７１０トン 

  Ｌ×Ｂ×Ｄ  １５０.８８ｍ×２５.００ｍ×１３.３０ｍ 

  船   質  鋼 

  機   関  ディーゼル機関２基 

  出   力  合計１８,５５２kＷ（連続最大） 

  推 進 器  可変ピッチプロペラ２個 

  航 行 区 域  限定沿海区域 

  進 水 年 月  平成４年３月 

  用   途  旅客船兼自動車航走船 

 

 2.6.2 積載状態 

  海難報告書によれば、本船は、旅客２８９人（うち子供４７人）及び車両４５台

（トラック２８台、乗用車１６台、バイク１台）を乗せ、出港時の喫水が、船首尾

ともに約４.７３ｍであった。 

 

 2.6.3 設備、性能等 

  本船は、船首前端から約２０ｍ後方に船橋前面がある船首船橋型で、船橋には、

中央部にジャイロコンパスレピーター及び操舵装置があり、その右舷側に機関テレ

グラフ、機関関係計器、通信装置、スラスター操作盤などを組み込んだコンソール

が、左舷側にレーダー２台（ＧＰＳの位置及び速力表示可能）を備えていた。船橋

前面には、窓が９枚あり、前面上方の壁に、風向風速計、舵角指示器、機関回転計、

時計、傾斜計などが設置されていた。また、ＧＰＳアンテナは、上部船橋の、船首
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端から後方約２４ｍで、船体中心線から左舷側に約７ｍの位置に設置されていた。 

  船長の口述によれば、事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな 

かった。 

     

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値 

   (1) 事故現場の北西約１.８km に位置する今治地域気象観測所による０５時 

４０分の観測値は、風向西、風速４.０m/s、気温５.１℃であった。 

   (2) 事故現場の北西約２.２km に位置する今治船舶通航信号所（来島海峡海上

交通センター）における事故当時の観測値は、風向西、風速１３m/s であっ

た。 

 

 2.7.2 乗組員等の観測 

   (1) 船長の口述によれば、事故当時、天気曇り、風向西、風速約１３～１５ 

m/s であった。また、潮流は、操船に影響しなかった。なお、ナブテックス

情報により、瀬戸内海に発表されていた海上風警報が海上強風警報に変わっ

たことは、知っていた。 

   (2) 三等航海士の回答書によれば、船首を本件岸壁に向けるとき、右舷船首約

４０～９０°方向から、相対風速で約１５～２０m/s の風が吹いており、突

風が約２２～２３m/s に達していた。 

   (3) タグボート乗組員の回答書によれば、事故直前の風速は約１５～２０m/s

で、事故発生時は、風向西、風速約１３～１４m/s であった。 

 

2.7.3 潮汐、潮流及び日出時刻 

  海上保安庁刊行の潮汐表、来島海峡潮流図、海図Ｗ１３６１及び天測暦によれば、

事故当時、今治港の潮汐は低潮時で、来島海峡の潮流は、０５時５５分ごろが転流

時に当たり、今治港沖では、微弱な北西流があった。また、今治港の平成２１年 

１月１２日における日出時刻は、０７時１３分であった。 

 

２.８ 今治港及び付近の状況 

海上保安庁刊行の水路図誌及び東防波堤等図面によれば、次のとおりである。 

今治港は、来島海峡に面した港則法の特定港であり、同港第１区は、ほぼ北西方向

に築造された長さ約５００ｍの東防波堤によって囲まれ、東防波堤北側の長さ約 

１００ｍの部分が、幅約１０.９ｍで約３５０°方向に延びて、その北端付近が港口

となっており、第１０号灯浮標から港口までの距離は、約１.７海里（Ｍ）となって
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いる。 

本件岸壁は、同港第１区にほぼ南北方向に築造されており、本件岸壁北端と東防波

堤北端との間の距離が、約３００ｍとなっている。また、東防波堤灯台は、東防波堤

北端から約５.０ｍ、西端から約３.４ｍのところに設置されており、灯質が等明暗緑

光の明間３秒暗間３秒で、灯高が１８ｍ及び光達距離が１１Ｍとなっている。 

 

２.９ Ａ社の安全管理体制 

 船長及び運航管理者の口述並びにＡ社の安全管理規程及び同規程に基づく運航基準

によれば、次のとおりであった。 

  (1) 安全管理規程 

Ａ社は、安全管理規程を定めて安全管理体制を構築し、同規定に基づいて所 

有船舶の具体的な運航基準を定めていた。安全管理の組織として、神戸本部

に安全統括管理者、運航管理者及び副運航管理者を置いており、今治営業所

には、運航管理者及び副運航管理者（以下「正副運航管理者」という。）の

職務を補佐する運航管理補助者を置いている。 

  (2) 運航基準 

    船長は、入港予定時刻の約１時間前に、正副運航管理者に対し、入港予定時

刻、タグボート使用の要否などを連絡し、また、連絡を受けた正副運航管理

者は、本件岸壁付近の風向、風速、視程、波浪及び潮流などを船長に連絡し、

必要な情報を交換するようになっている。 

今治港での入港中止基準は、港内の風速が１８m/s、波高１.５ｍ以上又は視

程が１,０００ｍ以下の各条件の一に達している場合となっており、また、今

治港入港時における大型タグボート１隻の使用基準は、風速８m/s 以上に達し

ているとき又は達するおそれがあるときとなっている。 

なお、タグボートの使用方法については、船長に任されていた。 

(3) 入港時の操船 

本件のような下り便の場合は、来島海峡航路南側の航路外を西進した後、左

転して本件岸壁に向けて航行し、船首及び右舷着けとする。 

なお、Ａ社では、本件岸壁の南北２箇所に、夜間における着岸操船時の船首

目標となる黄色回転灯を設置していた。 

  

２.１０ 操船の状況 

  (1) 速力の状況 

船長の口述によれば、次のとおりであった。 

    ０５時３５分ごろ第１０号灯浮標付近を通過したとき、翼角２９°から 
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２５°にして速力を約１７kn に減じた後、さらに、翼角２５°から２３°と

して速力を約１５～１６kn に減じた。東防波堤灯台と北側回転灯とが重なる

ようになったころ左転を始め、０５時３９分ごろ機関用意として機関回転数を

４８３rpm から４０３rpm に下げ、港内全速力前進の翼角１７.５°として速力

を約１２kn に減じた。その後、０５時４３分ごろ、東防波堤北端まで約０.３

Ｍとなったとき、半速力前進の翼角１０.５°として速力を約９～１０kn に減

じ、東防波堤北端まで約０.１Ｍとなったとき、微速力前進の翼角７.２°とし

て速力を約８kn に減じた。衝突時の速力は、約３kn であった。 

  (2) 運航基準による速力区分 

    運航基準によれば、港内速力における速力区分は、次のとおりである。 

速 力 区 分 

（前進時） 

毎分回転数

（rpm） 

翼角度 

（°） 

速力 

（kn） 

港

内

速

力 

最微速力 ４０３   ５.９   ５ 

微速力 ４０３ ７.２   ６ 

半速力 ４０３ １０.５   ８ 

 全速力 ４０３ １７.５ １２ 

 

  (3) タグボート及び両スラスターの推力の効果 

    船長の口述及び回答書並びにタグボート乗組員の回答書によれば、次のとお

りであった。 

    船長は、タグボートに本船の左舷中央部を押すように指示し、両スラス 

ターを右一杯として、東防波堤から遠ざかろうとした。しかし、本船に速力

があったので、タグボートが本船の船首尾線に対して時計の８時方向（約 

３０°の角度）に押す態勢となり、効果がなかった。両スラスターも効果が

なかった。衝突後は、本船の速力がなくなったので、いずれも効果があった。 

 

２.１１ 船長に対する報告の状況 

船長の口述並びに三等航海士及び甲板手の回答書によれば、次のとおりであった。 

三等航海士は、１.５Ｍレンジと０.７５Ｍレンジとした２台のレーダーにつき、本

船が左転中、船長に本件岸壁北端の方位及び距離を報告し、トランシーバーでタグ 

ボートに船長からの指示を伝えていた。船長が右舷ウイングに出た後は、左舷ウイン

グに出て、東防波堤への接近状況やタグボートの状況を報告していた。また、甲板手
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は、北側回転灯に約１９８°で向首したとき、本船が左方に圧流されていることを 

知ったので、船長に報告した。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１及び２.１０から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 船長は、１２日０４時４５分ごろ、今治営業所から、今治港内では西寄り

の風、風速約１０～１５m/s であるとの連絡を受け、安全管理規程に定める

今治港の入港中止基準に達していないことを確認した。また、第１０号灯浮

標の東方に差し掛かったとき、今治港内で待機中のタグボートに連絡をとり、

港内の風速が約１０～１５m/s で、入港中止基準に達していないことを再確

認し、予定どおり入港することにした。 

   (2) 本船は、機関回転数４８３rpm 及び翼角２９°の速力約１９.７kn で航行

し、０５時３６分ごろ、東防波堤灯台から０７５°１.７６Ｍ付近において、

第１０号灯浮標の南側を通過するころから、翼角を２９°から２３°まで

徐々に下げ、対地針路約２６８°(船首方位約２７０°)及び速力約１９.８

kn で西進した。 

   (3) 船長は、０５時３９分ごろ、東防波堤灯台から０５３°１,７７０ｍ付近

において、機関用意を指示し、機関回転数を４８３rpm から４０３rpm に下

げ、翼角を２３°から港内全速力前進の１７.５°に下げて、対地針路約 

２７８°(船首方位約２７４°)及び速力約１８.２kn で西進した。 

   (4) 船長は、０５時４０分ごろ、東防波堤灯台から０３８°１,３９０ｍ付近

において左転を始め、本件岸壁に向首するよう指示した。 

   (5) 船長は、０５時４３分ごろ、東防波堤灯台から００１°４３０ｍ付近にお

いて、半速力前進の翼角１０.５°に下げ、対地針路約１９２°(船首方位約

１９５°)及び速力約９.２kn で南進したものと考えられる。また、このこ

ろ、右舷正横方向から強風を受けて、ふだんの航行経路よりも左方(東)に圧

流されていることを知ったが、操舵だけで圧流に抗する操船をすることがで

きるものと思い込んでいた。 

(6) 船長は、左転した後、ふだんは南側回転灯に約１８０°で向首して航行す

るところ、船首方位を約１９８°に保持して東防波堤寄りに航行したことに
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加え、速力の低下により、更に左方へ圧流されて対地針路が約１８０°とな

り、東防波堤に接近した。 

(7) 船長は、東防波堤北端に約４００ｍまで接近したとき、待機させていた

タグボートに左舷中央部を押すように指示し、右舷側ウイングに出て両ス

ラスターを右一杯に操作し、左舷側の東防波堤に接近しないようにした。 

   (8) 本船は、約５～７kn の速力で航行していたので、タグボートが本船に対

して約３０°の角度で押すことになるなど、タグボート及び両スラスターの

推力が、圧流を防止するための十分な効果を発揮することができなかった。 

   (9) 船長は、０５時４４分ごろ、東防波堤灯台から３５０°１９０ｍ付近にお

いて、微速力前進の翼角７.２°に下げ、東防波堤北端に約１００ｍまで接

近したとき、タグボートの支援を解いた。 

   (10) 本船は、船首が東防波堤北端付近を通過したころ、右舷側から風速約１５

m/s の強風を受けて東防波堤に更に接近したので、左舵一杯をとって左舷錨

を投入し、船尾を東防波堤から遠ざけようとした。 

 (11) 本船は、舵効が生じる前に左舷船尾部が東防波堤北西端に衝突した。 

 

 3.1.2 衝突日時及び場所 

２.１、２.３、２.４、2.6.3 及び２.８から、次のとおりであったものと考えら

れる。 

   (1) 衝突場所は、東防波堤北西端であり、東防波堤灯台から３１５°６ｍ付近

であった。 

   (2) ＡＩＳ記録、ＧＰＳアンテナの設置場所、左舷船尾部の損傷箇所及び東防

波堤北西端の位置を総合し、衝突日時は、平成２１年１月１２日０５時４５

分３０秒ごろであった。 

 

3.1.3 衝突時の船首方位及び速力 

2.1.1 及び 3.1.2(2)から、本船は、船首方位が約２００°及び速力が約５.１kn

となったとき、東防波堤に衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 船長 

     ２.５(1)から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.6.3 から、事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ
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たものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

  ２.７から、事故当時、風向西、風速約１３～１５m/s の強風が吹いていたが、

潮流は、操船に影響しなかったものと考えられる。 

 

 3.2.3 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.６～２.１０及び３.１から、次のとおりであった。 

   (1) 船長は、安全管理規程に基づき、今治営業所から港内の風速に関する情報

を入手し、また、タグボートからも風速に関する情報を入手して、風速が入

港中止基準に達していないことを確認していたものと考えられる。 

   (2) 船長は、甲板手から左方へ圧流されているとの報告を受けたので、北側回

転灯の方位を測定し、また、レーダーによりふだんの航行経路よりも左方に

圧流されていることを知ったものと考えられる。 

   (3) 船長は、ふだんは南側回転灯に約１８０°で向首して航行するところ、事

故当時は船首方位を約１９８°に保持して東防波堤寄りに航行したことに加

え、速力の低下により、更に左方へ圧流されて東防波堤に接近したものと考

えられる。 

   (4) 船長は、左方に圧流されていることを知った際、圧流の程度が大きいこ

とに気付かなかったので、操舵だけで圧流に抗する操船ができるものと思

い込み、風上に向けた針路とせずに船首方位を約１９８°に保持したもの

と考えられる。 

   (5)  船長は、北側回転灯の方位の変化を確認しなかったので、圧流の程度が大

きいことに気付かなかった可能性があると考えられる。 

   (6) 船長は、タグボートに左舷中央部を押させ、両スラスターを右一杯として、

左舷側の東防波堤に接近しないようにしたものと考えられる。 

   (7) 本船は、約５～７kn の速力で航行していたので、タグボートが本船に対

して約３０°の角度で押すことになるなど、タグボート及び両スラスターの

推力が、圧流を防止するための十分な効果を発揮することができなかったも

のと考えられる。 

   (8) 本船は、タグラインを船尾から取って引かせておれば、タグボートの推力

が効果的に発揮され、東防波堤への衝突を回避することができた可能性があ

ると考えられる。 
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４ 原 因 

 

本事故は、夜間、本船が、強風が吹く状況下の今治港において本件岸壁に向けて航

行中、右舷正横方向からの強風を受けて左方に圧流された際、風上に向けた針路とせ

ずに船首方位を約１９８°に保持して東防波堤寄りに航行したため、更に左方に圧流

されて東防波堤北西端に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

本船が船首方位を約１９８°に保持して東防波堤寄りに航行したのは、船長が、

圧流されていることを知った際、操舵だけで圧流に抗する操船ができると思い込んで

いたことによるものと考えられる。 

船長が、操舵だけで圧流に抗する操船ができると思い込んでいたのは、北側回転灯

の方位の変化を確認しなかったので、圧流の程度が大きいことに気付かなかったこと

による可能性があると考えられる。 

 

 

５ 参考事項 

 

Ａ社では、事故後、次の事故防止対策を実施することにした。 

 事故防止対策 

 １ 安全統括管理者と運航管理者が兼任となっていたが、兼任とせずにそれぞれ

別個に選任する。 

 ２ 外部講師によるＢＲＭ研修を継続するとともに、港内操船に関する指導を強

化する。 

 ３ 社内研修会の頻度を高め、乗組員の安全意識の更なる高揚を図る。 

 ４ 各船船長は、他船の操船状況を見学し、新たな操船技術の習得に努める。 

 ５ 各船船長を対象とした外部の港内操船シミュレータ研修を実施する。 

 ６ 今後ともヒヤリハット情報を収集して各船に周知し、事故の未然防止に努め

る。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図１ 推定航行経路図 

付図２ 衝突状況図 

風向 西 

風速 約 13～15m/ｓ 

ＧＰＳアンテナの位置 

今治港第１区 

 

付図２ 衝突状況図 

南
側
回
転
灯 

付図２ 衝突状況図 
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付表１ ＡＩＳ記録 

 

時 刻 

(時:分:秒) 

         船  位 対地針路 

(°) 

船首方位 

(°) 

対地速力 

(kn) 
北緯               東経 

           (度‐分‐秒) 

05:35:02 34-04-56.580 133-02-47.460  254 261   19.7 

05:36:03 34-04-55.020 133-02-23.400   268   270 19.8 

05:37:03 34-04-55.860 133-01-59.880 276 280 19.5 

05:38:02 34-04-59.340 133-01-37.740 281 280 18.5 

05:39:01 34-05-02.760 133-01-16.080 278 274 18.2 

05:40:01 34-05-03.420 133-00-54.480 269 264 18.0 

05:41:00 34-04-59.580 133-00-35.400 249 241 15.3 

05:42:00 34-04-51.360 133-00-25.080 215 207 11.1 

05:43:01 34-04-41.760 133-00-21.360 192 195 9.2 

05:44:02 34-04-33.960 133-00-19.920 186 196 7.2 

05:44:30 34-04-30.900 133-00-19.860 180 198 6.4 

05:45:00 34-04-28.020 133-00-19.860 180 198 5.7 

05:45:30 34-04-25.260 133-00-19.620 184 200 5.1 

05:46:00 34-04-23.280 133-00-19.740 178 190 3.8 

    

（注）船位は、本船の上部船橋甲板上の左舷側に設置されたＧＰＳアンテナの位置で 
ある。 

 

 




